
№    

小中一貫教育推進委員会 

傍 聴 券

年月日                     

会 場                     

氏 名                     

住 所                     

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければな

らない。 

 一 委員会の審議における言動に対して拍手その他の方法により可否を表

明しないこと。 

 二 騒ぎ立てないこと。 

 三 飲食、喫煙、または談笑しないこと。 

 四 みだりに席を離れないこと 

 五 その他委員会の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしな

いこと。 

（撮影、録音等の禁止） 

第６条 傍聴人は、委員会において撮影、録音等を行ってはならない。 

※ この傍聴券は当日限り有効です。

※ 傍聴券は退室（傍聴終了時）される際に回収いたします。


